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ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等

助
成
制
度
と
は
、
18
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
３
月
31
日
ま
で
児

童
を
扶
養
し
て
い
る
父
ま
た
は

母
、
も
し
く
は
、
父
母
に
代
わ

っ
て
児
童
の
扶
養
を
し
て
い
る

方
に
対
し
て
医
療
費
な
ど
の
一

部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　
対
象
と
な
る
児
童
や
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
が
、
医
療
機

関
を
受
診
し
た
際
な
ど
に
負
担

す
る
医
療
費
、
調
剤
費
お
よ
び

診
療
・
調
剤
報
酬
証
明
手
数
料

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
要
件

①
離
婚
し
た
方
、
ま
た
は
配
偶

　
者
と
死
別
し
た
方
で
、
現
在

　
も
婚
姻
を
し
て
い
な
い
方

②
配
偶
者
の
生
死
が
引
き
続
き

　
１
年
以
上
明
ら
か
で
な
い
方

③
配
偶
者
か
ら
引
き
続
き
一
年

　
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
方

④
配
偶
者
が
重
度
（
国
民
年
金

　
の
障
害
等
級
１
級
程
度
）
の

　
障
害
の
状
態
に
あ
る
方

⑤
配
偶
者
が
法
令
に
よ
り
、
引

　
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

　
て
い
る
方

⑥
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
ま
た

　
は
母
に
な
っ
た
方
で
、
現
在

　
も
婚
姻
し
て
い
な
い
方

※
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護

者
の
方
や
国
な
ど
の
施
策
に
よ

り
医
療
費
な
ど
の
助
成
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
方
は
、
助
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
所
得
に
よ
る
助
成
制
限
が
あ

り
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課

　
☎
４
４
３
│
１
６
９
３

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等

　
　
　
　助
成
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等

　
　
　
　助
成
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　
65
歳
以
上
で
公
的
年
金
を
受

給
し
て
お
り
、
市
・
県
民
税
（
住

民
税
）
の
納
税
義
務
の
あ
る
方

は
、
公
的
年
金
部
分
の
住
民
税

に
つ
い
て
、
公
的
年
金
か
ら
天

引
き
を
し
て
納
付
（
特
別
徴
収
）

す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

は
、
年
度
ご
と
に
６
回
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
平
成
29
年
度
か
ら
、
前
年
度

の
特
別
徴
収
税
額
（
年
税
額
）

の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
、

３
回
（
４
月
・
６
月
・
８
月
）

で
仮
徴
収
し
、
平
成
29
年
度
の

「
年
金
所
得
分
の
住
民
税
決
定

額
」
か
ら
仮
徴
収
分
を
差
し
引

き
、
残
額
を
３
回
（
10
月
・
12

月
・
２
月
）
に
分
割
し
て
天
引

き
（
本
徴
収
）
し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
29
年
度
の
市
・

県
民
税
決
定
通
知
は
６
月
上
旬

頃
送
付
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

問
課
税
課
　

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
６

公
的
年
金
受
給
者
の
市
・
県
民
税
を

　
　
　
　
　
　
　
　特
別
徴
収
し
ま
す

公
的
年
金
受
給
者
の
市
・
県
民
税
を

　
　
　
　
　
　
　
　特
別
徴
収
し
ま
す

　
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
父
母

が
離
婚
す
る
な
ど
し
て
父
ま
た

は
母
の
一
方
か
ら
し
か
養
育
を

受
け
ら
れ
な
い
ひ
と
り
親
家
庭

の
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
、

児
童
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ
る
手

当
で
す
。

受
給
資
格
者

　
次
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
児

童
を
監
護
し
て
い
る
母
ま
た
は

父
、
父
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人
（
祖
父

母
な
ど
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
対
象
期
間
は
、
児
童
が
18
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
３
月
31
日

ま
で
で
す
が
、
対
象
児
童
の
心

身
に
基
準
以
上
の
障
害
が
あ
る

場
合
は
、
20
歳
の
誕
生
日
の
前

日
の
属
す
る
月
ま
で
と
な
り
ま

す
。

【
支
給
要
件
】

①
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
ま

　
た
は
母
と
一
緒
に
生
活
を
し

　
て
い
な
い
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
（
国
民 

　
年
金
の
障
害
等
級
１
級
程
度
）

　
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら

　
か
で
な
い
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き

　
1
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

　
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら

　
の
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た

　
児
童

⑦
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り

　
引
き
続
き
1
年
以
上
拘
禁
さ

　
れ
て
い
る
児
童

⑧
未
婚
の
母
の
児
童

⑨
そ
の
他
、
生
ま
れ
た
と
き
の

　
事
情
が
不
明
で
あ
る
児
童

※
所
得
に
よ
る
支
給
制
限
が
あ

り
ま
す
。

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

た
め
に
は
子
育
て
支
援
課
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
　

　
☎
４
４
３
│
１
６
９
３

児
童
扶
養
手
当
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

児
童
扶
養
手
当
制
度
を
知
っ
て
い
ま
す
か

　
日
本
最
大
級
の
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
が
今
年
も
開
催
さ
れ
ま

す
。
日
替
わ
り
で
約
１
５
５
０

店
が
出
店
す
る
ほ
か
、
グ
ル
メ

コ
ー
ナ
ー
な
ど
も
充
実
！

時
５
月
３
日
㈬
〜
５
日
㈮

　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

場
幕
張
メ
ッ
セ
国
際
展
示
場

入
場
料
　

　
前
売
券
５
０
０
円

　
当
日
券
６
０
０
円

※
小
学
生
以
下
入
場
無
料

問
幕
張
メ
ッ
セ
「
ど
き
ど
き
」

　
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
事
務
局

　
☎
２
９
６
│
９
２
１
１

幕
張
メ
ッ
セ
G
W
イ
ベ
ン
ト
情
報

幕
張
メ
ッ
セ
G
W
イ
ベ
ン
ト
情
報

　
市
立
小
・
中
学
校
に
お
い
て
、

学
校
給
食
の
配
膳
業
務
や
配
膳

室
の
安
全
点
検
お
よ
び
清
掃
業

務
を
行
う
給
食
補
助
員
の
登
録

希
望
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
採
用
は
、
登
録
者
の
中
か
ら

面
接
の
う
え
決
定
し
ま
す
。

勤
務
時
間

小
学
校
　

　
月
〜
金
曜
日

　
午
前
10
時
〜
午
後
２
時

中
学
校
　

　
月
〜
金
曜
日

　
午
前
10
時
30
分
〜

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分

※
学
校
に
よ
っ
て
、
時
間
が
前

後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
雇
用
は
給
食
実
施
期
間
の
み

で
す
。

賃
金

　時
給
８
５
０
円

申
写
真
を
貼
付
し
た
履
歴
書
を

　
持
参
の
う
え
、
学
校
教
育
課

　
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課

　
☎
４
４
３
│
１
４
４
６

市
立
小
・
中
学
校
の
給
食
補
助
員
を
募
集

市
立
小
・
中
学
校
の
給
食
補
助
員
を
募
集

　
八
街
市
の
建
設
工
事
、
測
量

お
よ
び
設
計
等
の
委
託
、
製
造

の
請
負
、
物
品
の
購
入
お
よ
び

売
り
払
い
、
役
務
の
提
供
ま
た

は
賃
貸
借
の
入
札
に
参
加
す
る

に
は
、
八
街
市
入
札
参
加
資
格

者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　
平
成
29
年
度
八
街
市
入
札
参

加
資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
て

い
な
い
方
で
、
八
街
市
の
入
札

に
参
加
を
希
望
す
る
方
を
対
象

に
平
成
29
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
（
随
時
申
請
）
の
受

付
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
千
葉
県
電
子

自
治
体
共
同
運
営
協
議
会
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

問
財
政
課

　
☎
４
４
３
│
１
１
１
７

平
成
29
年
度
入
札
参
加
資
格

　
　
　審
査
申
請
（
随
時
申
請
）の
受
付

平
成
29
年
度
入
札
参
加
資
格

　
　
　審
査
申
請
（
随
時
申
請
）の
受
付

　
☎
４
４
３
│
１
６
９
３

　
☎
２
９
６
│
９
２
１
１

問

問

問

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
│
０
８
１
５

申問

時場

お
詫
び
と
訂
正

　
広
報
や
ち
ま
た
４
月
１
日
号
５
ペ
ー
ジ
「
臨
時
福
祉
給
付
金
（
経

済
対
策
分
）
を
支
給
」
の
記
事
の
う
ち
、
問
い
合
わ
せ
先
に
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

　
正
：
問
臨
時
福
祉
給
付
金
担
当 

（
社
会
福
祉
課
内
） 

　
　
　
　
☎
４
４
３
│
４
５
１
１ 

　
誤
：
問
社
会
福
祉
課 

　
　
　
　
☎
４
４
３
│
１
６
２
２

問問

問


